


政策提言標準フォーマット
作成要領
１、 作成者
市民キャビネットの会員であれば、誰でも次ぎの通り作成することができます。

２、 作成方法
原則として、次ぎの通りに作成して下さい。

(1)作成枚数　　一提言につき別添標準フォーマットＡ4×2枚にまとめる。
　　　　　　　 各項目の幅(行数)の変更は可。2枚に収まる範囲で表・グラフ・写真・図等の挿入も可。
　　　　　　　 資料については、その他自由に添付可。

(2)見出し　　　見出しは現在あるものは必須とし、それ以外は必要に応じて適宜加えても差し支えない。

(3)内容　　　　見出しにある( 赤字 )のコメントを参考に記載する。

(4)文調　　　　である調とする。

(5)フォント　　本文は明朝体で10.5ポイント、タイトルはゴシック体で10.5～12ポイントとする。

３、作成上の留意点

＜内容＞

1 抽象的でなく、具体的な内容にする(タイトルを含め)。
2 単なる提案や陳情レベルの提言や明らかにある団体の利益誘導となる(現在実施中事業への助成を目的とする)事業等は、避ける。
　＜書き方＞

1 極力箇条書きとする(最初の見出しの政策提言の[タイトル]・[骨子]で概要が分るようにする)。
2 必須見出しは必ず記入することとし、必要ない場合は‘特段なし’と書く。

４、正式な提言になるまでのプロセス 
①　該当する分野（最も主なもの）の部会長に提出する。

（該当する部会がない場合は、市民キャビネット事務局まで）

②　各部会で提言として認められるかの議論・審査・修正を行う。

（該当する部会がない場合は、運営委員会で）

3 各部会の正式な提言として認められたものは、運営委員会で紹介され、基本的にはそのまま市民キャビネット全体の正式な提言になる。

ただし、必要に応じ運営委員会で修正・削除を求める場合もある。
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